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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和元年１０月２９日（火）午前８時４１分～午前９時２８分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財務部長、企画財務部財政担当部

長、総務部長、市民部長、協働推進部長、協働推進部環境担当

部長、健康福祉部長、健康福祉部高齢・障害担当部長、健康福

祉部子ども家庭担当部長、都市整備部長、都市整備部建設管理

担当部長、教育部長、教育部学校教育担当部長、指導担当参事、

議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

議 題 
１ 令和元年第４回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：第４回市議会定例会の招集期日は、１２月３日（火）である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言
順に記載し、同
一内容は一つに

まとめる。) 
 
（発言者） 

○印=構成員 
●印=説明員 
 

議題１ 令和元年第４回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和元年６月１３日、午後３時３０分頃、被害者が運転する乗

用車が、三ツ木五丁目３４番地先、一般市道Ｅ第２９７号線の道

路上で、Ｕ型側溝のコンクリート蓋に当該車両の右前輪が乗った

際、コンクリート蓋が破損し、車両が側溝内へ脱輪したことによ

り、車軸、バンパー、フェンダー及び右前方ドアが破損する事故

が発生した。 

車両の修理等に要した費用を当該事故に伴う賠償金として、事

故当事者へ２６３，７６５円を支払うものである。 

 示談については、令和元年１０月中を予定している。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑵ 専決処分の承認を求めることについて 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規
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定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和元年８月６日、午前１０時４０分頃、被害者が運転する乗

用車が一般市道Ａ第１１０号線を西から東へ走行中、中央四丁目

１番地先において、対向車を避けようと、道路北側に寄って進行

した際、Ｕ型側溝から外れ路上に放置されていたグレーチングに

当該車両が乗り上げたことにより、当該グレーチングが跳ね上が

り、左前方ドアに衝突し、ドア及びボディを破損する事故が発生

した。 

当該事故の過失割合は市が８割、事故当事者が２割であり、損

害額の総額２７３，３３６円のうち、市の過失による損害額に相

当する２１８，６６８円を事故当事者へ支払うものである。 

 示談については、令和元年１０月中を予定している。 

（結 論） 

提出議案として決定する。  

 

 ⑶ 武蔵村山市下水道事業の設置等に関する条例 

（建設管理担当部長説明） 

武蔵村山市下水道事業が令和２年４月１日から地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）の財務規定等を適用することに伴

い、必要な事項を定める必要があるので、本案を提出する。 

   概要については、武蔵村山市下水道事業が地方公営企業法の財務

規定等を適用し、官庁会計から公営企業会計へ移行することに伴

い、必要な事項を条例で定めるものである。 

   施行期日については、令和２年４月１日からとし、新設条例のた

め、例規文書審査会に付議する。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 武蔵村山市下水道事業建設基金条例の一部を改正する条例 

（建設管理担当部長説明） 

武蔵村山市下水道事業が令和２年４月１日から地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）の財務規定等を適用することに伴

い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

概要については、武蔵村山市下水道事業が地方公営企業法の財

務規定等を適用し、官庁会計から公営企業会計へ移行することに

伴い、公営企業会計の文言に整理をするものである。 

施行期日については、令和２年４月１日とし、武蔵村山市下水

道事業の設置等に関する条例（新規条例）の附則において改正す
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る予定である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

  ⑸ 武蔵村山市特別会計条例の一部を改正する条例 

（財政担当部長説明） 

武蔵村山市下水道事業が令和２年４月１日から地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）の財務規定等を適用することに伴

い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

概要については、武蔵村山市下水道事業が地方公営企業法の財

務規定等を適用し、新たに設置条例を設けることに伴い、当該事

業を武蔵村山市特別会計条例から除く旨を規定するものである。 

施行期日については、令和２年４月１日とし、武蔵村山市下水

道事業の設置等に関する条例（新規条例）の附則において改正す

る予定である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑹ 武蔵村山市組織条例の一部を改正する条例 

（企画財務部長説明） 

行政組織の簡素化・効率化を図るとともに、新たな行政需要や

課題に対応するための体制の整備を図る必要があるので、本案を

提出する。 

概要について、１点目は企画財務部の名称を企画財政部に変更

するものである。２点目は子ども家庭部を設置するものである。

３点目は子ども家庭部の設置に伴い、健康福祉部の所掌事務を再

編するものである。 

施行期日については、令和２年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 武蔵村山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行

による地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に

伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

概要については、成年被後見人等の人権を尊重するため、地方

公務員法第１６条各号に定めている欠格条項から成年被後見人等
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が除外されたことに伴い、当該条文を引用している本条例の規定

を整備するものである。 

施行期日については、令和元年１２月１４日からとする。 

   なお、本条例と同様の規定の整備を必要とする条例は、庁議付

議事案一覧番号９番、１０番、１１番が該当し、これらについて

は整理条例として一括して提出する予定である。 

ただし、武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例について

は、今般の法律改正以外の部分も改正する必要があるため、整理

条例として提案が可能であるか検討している。従来から同じ法律

が原因で生じた条例改正については、整理条例としてまとめて提

案しているため、可能な限りまとめて提案する。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑻ 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

一般職の職員の勤勉手当の支給割合を改め、及び成年被後見人

等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行による地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に伴い、規定を整

備する必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は再任用以外の一般職の職員の勤勉手当

の年間支給割合を１００分の５引き上げて、１００分の２０５と

するものである（再任用の一般職の職員については１００分の１

００とする。）。また、令和２年度以降の勤勉手当の支給割合を、

６月期及び１２月期が均等になるよう改めるものである。２点目

は成年被後見人等の人権を尊重するため、地方公務員法第１６条

各号に定めている欠格条項から成年被後見人等が除外されたこと

に伴い、本条例中、成年被後見人等になったことにより欠格条項

に該当して失職した場合に期末手当及び勤勉手当を支給する規定

を設けているが、これを理由に失職することがなくなったため、

当該規定を改めるものである。 

施行期日について、１点目は公布の日から施行し、令和元年１

２月１日から適用させる。ただし、割合の均等化については、令

和２年４月１日からとする。２点目は令和元年１２月１４日から

とする。 

職員の給与改定については、東京都人事委員会の勧告に準じて

実施している。 

 （結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部

を改正する条例 

（環境担当部長説明） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行

による廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるので、本

案を提出する。 

概要については、成年被後見人又は被保佐人であることを理由

に不当に差別することのないよう、資格要件に係る欠格条項が改

められたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

施行期日については、令和元年１２月１４日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭担当部長説明） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行

による児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴

い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

概要については、児童福祉法に規定する養育里親及び養子縁組

里親並びに保育士の欠格事由について、成年被後見人等に係る欠

格条項が削除されたため、本条例で引用する第２４条第２項第２

号中、「法第３４条の２０第１項第４号」を「法第３４条の２０第

１項第３号」に改めるものである。 

施行期日については、令和元年１２月１４日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行

による地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に

伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 
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概要について、１点目は第５条の欠格条項から第１号の成年被

後見人又は被保佐人を削るものである。２点目は第６条の失職か

ら第１号の後見開始又は補佐開始の審判を受けたときを削るもの

である。３点目はその他規定の整備を図るものである。 

施行期日については、令和元年１２月１４日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改める必要がある

ので、本案を提出する。 

概要について、１点目は常勤の特別職の職員の期末手当の年間

支給割合を１００分の５引き上げて、１００分の４６５とするも

のである。２点目は令和２年度以降の期末手当の支給割合を、６

月期及び１２月期が均等になるよう改めるものである。 

施行期日について、１点目は公布の日から施行し、令和元年１

２月１日から適用させる。２点目は令和２年４月１日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例 

（高齢・障害担当部長説明） 

子ども・子育て支援センターを設置し、及びボランティア・市

民活動センターの休業日を改める必要があるので、本案を提出す

る。 

概要について、１点目は保健福祉総合センターに設置する施設

のうち、「子ども家庭支援センター」を「子ども・子育て支援セン

ター」に改めるものである。２点目は子ども・子育て支援センタ

ーを構成する子ども家庭支援センター及び子育て世代包括支援セ

ンター「ハグはぐ・むらやま」の事業の内容、利用時間及び休業

日を定めるものである。３点目はボランティア・市民活動センタ

ーの休業日のうち、月曜日を日曜日に改めるものである。 

施行期日については、令和２年４月１日からとする。 

なお、子育て世代包括支援センターハグはぐ・むらやまが移転

することに伴い、保健相談センターお伊勢の森分室が空くことと

なるが、防衛省の補助金が財産処分制限期間満了前のため、廃止

をせずに存置し、改正しないこととする。 
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 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 武蔵村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例 

（健康福祉部長説明） 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和

元年法律第２７号）、災害弔慰金の支給に関する法律施行令（昭

和４８年政令第３７４号）、東日本大震災に対処するための特別

の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等

に関する政令の一部を改正する政令（令和元年政令第６１号）及

び災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金

の償還免除に関する内閣府令（令和元年内閣府令第２２号）の施

行に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は災害援護資金の償還免除に破産手続開

始の決定等を加えるものである。２点目は災害弔慰金及び災害障

害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、支給審査委員

会を設置するものである。３点目はその他政令の改正に伴い規定

を整備するものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 武蔵村山市営住宅条例の一部を改正する 

（都市整備部長説明） 

民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）の施行

に伴い、連帯保証人に関する規定を削除する必要があるので、本

案を提出する。 

概要については、市営住宅への入居の円滑化を図るため、第１

１条第１項第１号の連帯保証人に関する規定を削るとともに、同

条第３項を削るものである。 

施行期日については、令和２年４月１日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⒃ 令和元年度武蔵村山市一般会計補正予算（第５号） 

（財政担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 
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  内容等については、現在精査中である。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⒄ 令和元年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⒅ 令和元年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒆ 市道路線の一部廃止について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に

より、本案を提出する。 

区画整理事業に伴い、市道路線の始点を変更し、供用廃止する

ものである。 

変更区域について、路線名は主要市道第５５号線、現在の起点

は榎三丁目８９番地先、終点は本町二丁目１２３番地先、幅員は

２．７３メートルから６．００メートル、延長は１１４０．０６

メートルであるが、新起点として榎三丁目５９番地先、終点は本

町二丁目１２３番地先、幅員は２．７３メートルから６．００メ

ートル、延長は７７８．９９メートルとする。 

廃止区域について、路線名は主要市道第５５号線、起点は榎三

丁目８９番地先、終点は榎三丁目５９番地先、幅員は３．６４メ

ートルから６．００メートル、延長は３６１．０７メートルであ

る。 

 （結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

 ⒇ 市道路線の認定について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ

り、本案を提出する。 

区画整理事業に伴い、市道路線として認定するものである。路

線名は一般市道Ｃ第１３９号線、起点は榎三丁目８３番地先、終

点は榎三丁目９８番地先、幅員は６．００メートル、延長は６２．

１０メートルである。 

  （質 疑） 

 ○ 一般市道Ｃ第１３９号線の起点・終点及び延長について、資料

の図面と庁議付議事案に記載されている内容が異なっているが、

正しいのはどちらか。 

 ○ 庁議付議事案が正しいため、資料の図面を修正する。 

 ○ 主要市道第５５号線の一部廃止について議会で可決されない場

合、一般市道Ｃ第１３９号線についても可決されなくなるのか。 

 ● 可決されなくなる。 

 ○ 主要市道第５５号線の一部廃止と一般市道Ｃ第１３９号線の認

定については、一括審議としても良いか。 

 ● 一括審議で良い。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 (21) 市道路線の認定について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ

り、本案を提出する。 

開発行為に伴い（寄付の申し出を受け）、市道路線として認定

するものである。路線名は一般市道Ｄ第２６０号線、起点・終点

ともに中原三丁目３２番地先、幅員は５．００メートル、延長は

４．４１メートルである。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 (22) 市道路線の一部廃止について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に

より、本案を提出する。 
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払下げ要望に伴い、市道路線の終点を変更し、供用廃止するも

のである。 

変更区域について、路線名は一般市道Ａ１５３号線、現在の起

点は神明四丁目１２４番地先、終点は神明四丁目１２５番地先、

幅員は１．８２メートル、延長は４２．２２メートルであるが、

新起点として神明四丁目１２４番地先、終点は神明四丁目１２６

番地先、幅員は１．８２メートル、延長は５．１メートルとする。 

廃止区域について、路線名は一般市道Ａ１５３号線、起点は神

明四丁目１２６番地先、終点は神明四丁目１２５番地先、幅員は

１．８２メートル、延長は３７．１２メートルである。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(23) 市道路線の廃止について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に

より、本案を提出する。 

払下げ要望に伴い、市道路線として廃止するものである。路線

名は一般市道Ｂ第１５１号線、起点・終点ともに学園三丁目９６

番地先、幅員は１．８２メートル、延長は１４．３６メートルで

ある。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 教育委員会委員の任命について 

  （企画財務部長説明） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４条第２項の規定により、本案を提出する。 

武蔵村山市教育委員会の委員が、令和元年１２月３１日付で任

期満了となるので、後任の委員を任命するものである。 

教育委員会委員の任期は、令和２年１月１日から令和５年１２

月３１日までの４年間とし、任命する委員は１名である。 

なお、本議案は追加予定で、教育委員会委員の大野 順布氏の任

期満了によるものである。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 
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【報告事項】 

⑴ 専決処分の報告について 

（健康福祉部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により議会において指定されている事項について、専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。 

概要については、平成３１年１月１８日（金）、午前１０時１０

分頃、東京都多摩立川保健所を訪問するため、職員が立川市道２

級４号線を北から南へ向かい車両で走行し、曙町二丁目交差点を

直進するため、車線を変更したところ、変更先の車線後方を走行

していた車両と接触し、当該車両の左前部及び庁用自動車の右前

部を損傷する事故が発生したが、令和元年１０月７日付で、相手

車両の損害賠償金１９４，５８８円を市が支払い、庁用自動車の

損害賠償金１５，４００円を相手方が支払う旨の示談が成立し、

同日付で、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき「損害賠

償の額の決定及び和解」の専決処分を行ったことから、専決処分

の報告をするものである。 

なお、当該損害賠償金については、市が加入している公益社団

法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済から、全額補填さ

れることとなっているものである。 

専決処分年月日は令和元年１０月７日、専決番号は令和元年専

決第８号である。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

   

議題２ その他 

 ⑴ 令和元年第４回市議会定例会の招集期日について 

令和元年第４回市議会定例会は１２月３日（火）が招集期日で

ある。 

 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財務部 企画政策課（内線：374） 

（日本工業規格Ａ列４番） 


